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宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービ
スセンター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災
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業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協
会

若築建設(株) 東北支店

宣言日

事業場名

 SafeworK 向上宣言

令和5年11月1日

　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

「安全は企業活動の根幹である」のモットーのもと、「工事現場に従事

する従業員の労動に関係する負傷及び疾病を防止すること」及び「安全

で健康的な職場と活動を提供すること」を確実に行い、現場における労

働災害絶滅への取組みを進めていきます。
①作業打合せ時の予定作業内容の細分化による危険作業の明確化とその

対策を実施します。

②「安全声掛け運動」を実施します。

③「3H作業」 管理を徹底します。

私たち労働者は、行動災害に至る不安全行動を行わない作業を進めます。
①作業打合せ時の予定作業内容を確認し、安全衛生指示事項については

確実に遵守します。

②所属会社・立場・年齢の隔たりなく、危ない箇所を注意する風通しの

良い職場づくりを行い、危険の芽を全員で摘み取る活動を実施します。

③「初めて・変更・久しぶり」これらの３H作業は事故やケガといった

災害につながりやすいため、３Ｈ作業を行う際は十分に検証・確認し

て作業を実施します。


